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【建設業許可申請に係る個人情報の利用目的等】 

 千葉県知事が、建設業法第 3 条の規定に基づき提出される建設業の許可の申請書

（同法第６条に基づく許可申請書の添付書類及び第 11 条（第 17 条で準用するものを

含む。）に基づく届出書を含む。以下「許可申請書等」をいう。）により取得する個

人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。 

 

１．許可申請の審査事務（千葉県知事、国土交通大臣及び他都道府県知事が行う許可

審査事務において相互に利用する場合を含みます。） 

２．建設業の許可を受けた者に対する指導監督等の事務 

３．許可申請書類の閲覧 

４．国、地方公共団体及び建設業法施行令第 27 条の 2 に規定する法人が行う建設工

事の発注業務について必要となる情報の提供（公共工事発注支援データベース シ

ステムにより提供するものを含みます。） 

５．他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の

定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき 

６．その他提供することについて特別の理由のあるとき 

 

 

【建設業許可申請等の相談について】 

この手引に記載されていない事項などについて、行政書士の方などが、直接職員に

相談をする場合は、建設・不動産業課建設業班又は各土木事務所（連絡先は本手引の

最終ページ参照）にご連絡ください。ただし、相談は事前審査ではありませんので、

相談を受けた後の申請であっても、審査の結果、補正指示、拒否処分、取り下げ等と

なる場合があります。 

 

 

○ 申請書類に虚偽や不正があった場合は、法律により罰せられます。 

○ 行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、「官公署へ提出  

する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成」を業とすることが  

できません。 

 

この手引は、従来の紙媒体による申請（以下、「紙申請」という）と電子申請に 

共通する事項、及び紙申請のみに該当する事項について記載しています。したがって、

電子申請を行う場合は、本手引に加えて別途「建設業許可・経営事項審査電子申請シ

ステムマニュアル」（国土交通省ホームページ掲載）を御覧ください。 
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令和５年１月版 主な改正点 

 

◎電子申請の受付開始に伴う改正 

・これまで提出を求めていた以下の書類について提出不要とした。 

  念書（常勤役員等用、専任技術者用、令３条使用人用）、法人番号の確認資料、 

対面審査チェックリスト 

・営業所の所在地について、事実上の所在地と登記上の所在地が異なる場合、これまでは二段 

書きによる併記を求めていたが、事実上の所在地のみを記載することとした。 

 

◎建設業法施行令改正に伴う改正 

・建設業法施行令の改正（令和５年１月 1日施行）により、特定建設業許可が必要な下請契約等 

 の金額要件について改正した（Ｐ２、Ｐ７９～） 

 

◎その他の改正 

・工事経歴書の記載要領（Ｐ２２～）及び勘定科目の分類（Ｐ１２３～）について、法令に合わ

せて改訂した。 

・解体工事の技術者要件について、以前の手引に掲載されていたものに修正を加えて再掲した 

（Ｐ５８～）。 

・表現やページ番号等について、修正を施した。 

 

◎押印についての取り扱い 

電子申請及び紙申請のいずれにおいても原則不要です。 

ただし、実務経験証明書については、押印をすることで専任技術者の在籍確認資料の提出を省略

することができます（電子申請の場合は押印のある申立書を確認資料として添付）。 

（※実務経験期間中の常勤性に疑義が生じた場合は証明者の押印があっても提出を求めます。） 

 

◎押印が必要な場合について 

許可申請等にあたり作成する書類については、原則不要です。 

（例）始末書、申立書、非常勤証明書 等 

ただし、確認資料等として提出すべき書類のうち、当事者間で取り交わすべき書類については 

押印が必要です。 

（例）請負契約書、賃貸借契約書、出向協定書 等 

（※その他要件の確認にあたり疑義が生じた場合は、押印を求める場合があります。） 

 

 

 

 

◎お知らせ 

標準処理期間４５日の経過を待たず、許可通知日に関する問い合わせをいただきますが、土木

事務所での受付ないし補正資料提出から４５日経過していない場合はお答えできませんので

御了承ください。 

また、代理人におかれましては、必ず許可申請者に確認を行ったうえで、問い合わせをお願い

します。 


